
新居町商工会フェイスブックページ取扱基準 

 

（目的） 

 新居町商工会フェイスブックページ（以下「当ページ」という。）は新居町商工会（以下「本

会」という。）が運営するもので、広く一般に情報を発信するツールとして活用することを目

的とします。 

（ご利用にあたって） 

 当ページの利用者は、この取扱基準（以下「本基準」という。）に同意されますようお願い

いたします。ご利用の前に必ず、本基準をご確認ください。なお、本基準につきましては、予

告なく変更させていただくことがございます。 

 

１．アカウント情報 

（１）アカウント名      新居町商工会 

（２）ＵＲＬ         https://www.facebook.com/araimachishokokai0634/ 

２．運用者情報 

（１）運用者         新居町商工会 

（２）運用管理責任者     新居町商工会事務局長 

（３）投稿掲載担当      新居町商工会職員その他 

（４）問い合わせ先      TEL：053-594-0634 

                              FAX：053-594-5984 

                              E-mail：arai-s@tokai.or.jp 

３．投稿者 

 投稿者は本会の掲載担当者とする。アカウント及びパスワードの管理は選任された理事及び

職員とする。 

４．投稿内容 

（１）商工会事業の告知・報告 

（２）商工会会員情報 

（３）イベント情報・観光情報の告知・報告 

（４）その他本会の運営に有益であると認められる情報 

５．情報を発信する時間帯 

午前８時１５分～午後５時１５分（年末年始、土・日曜日、祝日を除く） 

ただし、この時間帯以外にも、状況に応じて運用する場合もあります。 

６．運営期間 

当ページは予告なく終了・削除することがあります。 

７．禁止事項について 

 以下の事項に該当するコメントについては、予告なく削除、または不掲載とさせていただく

場合があります。 



（１）公序良俗に反する内容 

（２）誹謗中傷や他者の権利を侵害する内容 

（３）政治・宗教活動を目的とする内容 

（４）本会に無関係の広告、宣伝、勧誘、営業活動など、商業的内容を含む内容 

（５）虚偽の内容や嘘など他者の不安をあおるような内容 

（６）わいせつな表現などを含む内容 

（７）本人の許諾なく個人情報を特定・開示・漏えいするなどのプライバシーを侵害する内容 

（８）発信情報に関係のない内容 

（９）その他、本会が不適切と判断した内容 

８．著作権 

 原則として、当ページに掲載している情報（文書・画像等）の著作権は本会または原著作者

に帰属します。 

 私的使用のための複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用する

ことはできません。ただし、当ページのリンクや、フェイスブック上での「シェア」の機能を

利用し、掲載いただくことは問題ありません。 

９．投稿やコメントへの返信について 

 本会は、当ページに対する投稿・コメントすべてに返信するものではありません。また、本

会は、当ページに対するコメント、投稿等の受信管理を行っていないため、利用者により投稿

されたコメントに対するお問い合わせ等についてはお答えすることができません。 

１０．免責事項 

 当ページに本会が掲載する情報については正確さについては万全を期していますが、利用者

が当ページの情報を用いて行う一切の行為について、本会はいかなる責任も負いません。 

 当ページは、予告なく内容の変更や運用の見直しなどを行う場合があります。 

１１．運用管理 

 運用にあたっては、新居町商工会「個人情報保護に係る基準」並びに「情報セキュリティマ

ニュアル」に基づき適正に管理を行います。 

１２．取扱基準適用 

 この取扱基準は２０１６年９月８日から適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


